
まちづくり実践者育成事業企画運営等業務委託 

企画提案競技（プロポーザル方式）募集要綱 
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1. 目的 

この要綱は、まちづくり実践者育成事業企画運営等業務委託（以下「業務委託」という。）

に関する委託候補者を選定するにあたり、提案競技（プロポーザル方式）に参加しようとす

る者（以下「提案競技参加者」という。）が遵守しなければならない事項を定める。 

 
2. 業務の概要 

（１）委託名   まちづくり実践者育成事業企画運営等業務委託 

（２）契約期間  契約締結の日から令和７年３月３１日（月）まで 

（３）契約限度額 ¥６，５５６，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

（４）事業概要  別添「まちづくり実践者育成事業企画運営等業務委託仕様書」のとおり 

 

3. 参加資格 

参加資格を有する者は、次に掲げる要件を満たす者とする。なお、資格要件確認のため、

大分県警察本部に照会する場合がある。 

（１）単独で参加しようとする者 

ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しない者であるこ

と。 

イ 大分県が発注する物品等の製造の請負及び買入れ等に係る競争入札に参加する者に

必要な資格を有する者（本要綱４（４）に規定するプレゼンテーション実施日において

当該資格を有する見込みの者を含む。）または同等の資質を有する者であること。 

 

ウ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法（平

成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てまたは破産法（平成16年法律第75

号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。 

エ 事業の受託業務に関するノウハウを有し、次の各項目に該当すること。 

（ア) 業務責任者がまちづくりの支援に関する業務経験、専門知識及び技術を有するこ

と。 

（イ） 宗教活動または政治活動を主たる目的とする者でないこと。 

（ウ） 特定の公職者（その候補者を含む）または政党を推薦し、支持し、または反対す

ることを目的とする者でないこと。 

オ 自己または自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次の各号に

掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。 

（ア) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号第

2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

（イ) 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

（ウ) 暴力団員が役員となっている事業者 
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（エ) 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者 

（オ) 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約または資材、原材料の購入

契約等を締結している者 

（カ) 暴力団または暴力団員に経済上の利益や便宜を供与している者 

（キ) 役員等が暴力団または暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど、

社会的に非難される関係を有している者 

（ク) 暴力団または暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

カ 警察当局から、暴力団員が実質的に支配する法人又はこれに準じるものとして、大分

県発注業務からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 

（２）共同企業体で参加しようとする者 

いずれかの構成員を代表者とすること。なお、代表者及び構成員は、他の共同企業体に

参加し、又は単独で参加することはできない。 

ア 共同企業体を代表する事業者が応募を行うこと。 

イ 共同企業体を構成する全ての事業者は、前記（１）のアからオの要件を満たす者であ

ること。 

ウ 共同企業体を構成する事業者のいずれかが、前記（１）のカの要件を満たす者である

こと。 

 
4. 企画提案競技募集から受託者決定までの手続き 

（１）企画提案競技参加表明及び参加資格の確認 

企画提案競技への参加を希望する者は、以下の書類を提出期限までに提出すること。 

なお、手段は持ち込みまたは郵送、もしくは電子メールによる。 

ア 提出物（各１部。Ａ４サイズ） 

（ア） 参加申込書（様式第１号） 

（イ） 資格審査書類 

a 会社概要（パンフレット等、会社の業務内容を確認できる書類。写しでも可。） 

 

※ なお、大分県が発注する物品等の製造の請負及び買入れ等にかかる競争入札に参加す

る資格を有していない者については、次に定める書類を併せて提出すること。 

・営業概要書、賃借対照表、損益計算書 

・取扱商品等調書 

・納税証明書（都道府県税） 

・納税証明書（地方消費税） 

・（法人の場合）登記事項証明書、定款（写し） 

イ 提出期限 

令和６年４月１２日（金）１７時必着 
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ウ 提出先 

大分県商工観光労働部 商業・サービス業振興課 商業・サービス業支援班 

〒870－8501 大分市大手町３丁目１番１号（本館７階） 

電子メールの場合：a14160@pref.oita.lg.jp 

※電子メールの場合、申し込み後2日以内（閉庁日を除く。）に受領した旨の返信が

なければ、電話により確認すること。 

エ その他 

参加申込書の提出後に参加を辞退する場合は、「辞退届（様式第２号）」を令和６年４

月１９日（金）までに提出すること。 

（２）質問票の受付及び回答 

ア 質問票の受付 

本件に係る質問は、以下のとおり受け付けるものとする。 

（ア） 質問方法：まちづくり実践者育成事業企画運営等業務委託質問票（様式第３号）

を下記電子メールアドレスに電子メールで送信するものとする。 

（イ） 電子メールアドレス：a14160@pref.oita.lg.jp  
（ウ） 電子メールの件名：まちづくり実践者育成事業企画運営等業務委託質問票（法人

名） 
（エ） 質問票受付期限：令和６年４月１０日（水）１７時まで 

イ 質問への回答 

質問事項への回答は、令和６年４月１１日（木）１７時までに、参加申出のあった全

ての業者に対して電子メールにより回答する。なお、提案内容の核となる質問内容につ

いては、質問業者のみに回答する。 
（３）企画提案書等の提出 

企画提案書等の提出は以下に基づき行うものとする。 

ア 提出期限 

令和６年４月２２日（月）１７時（必着） 

イ 提出先 

（１）ウと同じ 

ウ 提出書類 

（ア） 企画提案書（様式自由） 

  別紙「まちづくり実践者育成事業企画運営等業務委託企画提案書等作成要領」に

基づき作成すること。 

（イ） 業務工程表（様式自由） 

（ウ） 業務実施体制調書（様式第４号） 

（エ） 見積書（様式自由） 

  宛先は「大分県知事 佐藤 樹一郞」とし、一式計上ではなく、第三者により客
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観的な判断が可能な積み上げ方式とすること（各項目の数量、単価等が判断できる

内容とする。）。 

（オ） 類似業務実績調書（様式第５号） 

エ 提出部数 

   正本１部 副本４部 

オ 提出方法 

持参又は郵送とする。 

※ ＦＡＸ、電子メールでの提出は不可。郵送で提出する場合は、は提出期限日必着で、

特定記録や書留郵便によるものとし、封筒に「まちづくり実践者育成事業企画運営等業

務委託関係書類在中」と朱書きすること。 

（４）審査・選定 

ア 事前審査 

   企画提案希望者が多数（６者以上）となった場合は、「ウ 審査基準」に従い、提出

された企画提案書の事前審査を行い、審査委員会に参加する者（５者）を選定する。 

イ 審査委員会 

（ア） 日時 

令和６年５月１日（水） 午後 ※時間は参加者に別途連絡する。 

（イ） 場所 

大分県庁舎本館１階 １２会議室 

（ウ） プレゼンテーション 

   １者（３名以内での出席とする。）につき、持ち時間25分（説明15分、質疑応答10

分）とし、企画提案書についての説明を行う。 

※集合時間等は、企画提案参加希望者各者に電子メールにて通知する。 

※企画提案者が希望する場合、オンライン（zoom）による説明も認める。オンライン

による説明をしたい場合は、（３）の企画提案書等の提出時に申し出ること。 

※プレゼンテーションは企画提案書のみで行う。なお、企画提案書をプロジェクター

に投影して説明したい場合は、（３）の企画提案書等の提出時に申し出ること。 

ウ 審査基準 

審査に当たってはまちづくり実践者育成事業企画運営等業務委託企画提案書審査基準

表（以下「審査基準表」という。）のとおり、企画内容、業務工程表、業務実施体制、

経費見積、過去の実績等に基づき総合的に行う。 

エ 業務委託候補者の決定等 

（ア） 別添審査基準表により、審査委員会が企画提案書とプレゼンテーションの審査を

行い、最も評価の高い提案者を業務委託候補者とする。ただし、最高評価得点が複

数ある場合は、審査委員の協議により決定する。 

（イ） 選定結果は全ての企画提案参加者に文書で速やかに通知する。 
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（ウ） 県は、業務委託候補者と業務履行に必要な協議を行う。協議が整った場合に当該

候補者から見積書を徴収し、当該見積書の内容を精査の上、随意契約による業務委

託契約を締結する。なお、契約に当たっては、企画提案書の内容をそのまま実施す

ることを約するものではなく、内容を一部修正することもあり得る。 

（エ） 業務委託候補者が選定後に７（１）に該当すると認められた場合、または、県と

業務委託候補者との協議が不調となった場合は、審査において次点となった応募者

と委託業務に係る具体的な事業内容や経費等について協議を行うものとする。 

 

5. スケジュール 

（１）質問受付期限      4月10日(水) 

（２）質問回答日       4月11日(木) 

（３）参加申請期限      4月12日(金) 

（４）企画提案書提出期限     4月22日(月) 

（５）審査委員会（プレゼンテーション）   5月 1日(水) 

（６）審査結果通知（予定）    5月 1日(水) 

 

6. その他留意事項 

（１）提案の失格、無効 

次の各号いずれかに該当する申込みは無効とする。 

ア 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるもの又は記名のない参加表明書により参

加申込をしたもの。 

イ 資格審査の結果、参加資格がないと認められるもの。 

ウ 虚偽の申請により資格を得た者が提出したもの。 

エ 指定する提出期限を超えて提出（到達）したもの。 

オ 本要綱４（３）企画提案書等の提出に示す提出書類がないもの。 

カ 契約限度額を超える金額で見積書を提出したもの。 

キ 不正行為が行われたと認められるもの。 

（２）企画提案競技の停止、中止及び取り消し 

緊急等やむを得ない理由等により、企画提案競技を実施することができないと認められ

る場合は、企画提案競技を停止、中止又は取り消すことがある。 

なお、この場合において当該企画提案競技に要した費用を県に請求することはできない。 

（３）その他 

ア 手続きに用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本標準時及び計量法によるも

のとする。 

イ このプロポーザルの参加において知り得た秘密は他には漏らしてはならない。 

ウ 企画提案は１者につき１案とする。 
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エ 書類提出後の企画提案書等の修正又は変更は一切認めない。 

オ 参加表明に係る全ての費用（企画提案書等の作成やプレゼンテーションなどにかかる

費用）は、企画提案書提出者の負担とする。 

カ 審査内容に関する問い合わせには、一切応じない。また、選定結果に対する異議申立

ては受け付けない。 

キ 提出された参加表明に係る全ての書類については返却しない。 

ク 企画提案内容に含まれる特許権など法律に基づいて保護される第三者の権利の対象と

なっているものを使用した結果生じた責任は、参加者が負うものとする。 

 

7.問い合わせ先 

大分県商工観光労働部 商業・サービス業振興課 商業・サービス業支援班 

担当：野上、工藤 

電話 097-506-3290 

ＦＡＸ 097-506-1754 

電子メール a14160@pref.oita.lg.jp 


